
ち
び
っ
こ

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
ミ
ニ

時時　
９
月
24
日
㈮
・
27
日
㈪　
10

時
、
11
時
（
各
30
分
）

場場　
夢
と
学
び
の
科
学
体
験
館

内内　
０
歳
か
ら
観
覧
で
き
る
小
さ

い
子
ど
も
向
け
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ

ム
。
９
月
の
テ
ー
マ
は
「
お
月
さ

ま
と
秋
の
星
空
」
で
す
。
お
月
さ

ま
を
見
た
後
は
、
秋
の
星
座
で
ク

イ
ズ
を
し
ま
す
。
お
月
さ
ま
に
ち

な
ん
だ
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
も
あ

り
ま
す
。
明
る
め
の
ド
ー
ム
で
安

心
し
て
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
デ
ビ
ュ

ー
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

定定　
各
20
組

￥￥

300
円（
４
歳
〜
高
校
生
100
円
）

※
３
歳
以
下
は
膝
上
観
覧
無
料

申申　
▼
市
民
先
行
予
約
（
各
回
10

組
・
先
着
順
）
…
９
月
９
日
㈭
９

時
か
ら
10
日
㈮
17
時
ま
で
に
、
あ

い
ち
電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム

（
市
H
参
照
）
で
申
込
み
▼
一

般
予
約
（
先
着
順
）
…
９
月
14
日

㈫
９
時
か
ら
、
電
話
（
24
‐
０
３

１
１
）
ま
た
は
直
接
、
夢
と
学
び

の
科
学
体
験
館
（
㊡
水
曜
）
へ
。

問問　

夢
と
学
び
の
科
学
体
験
館

（
☎
24
‐
０
３
１
１
）

ID　
１
０
０
７
７
8
１

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ

時時　
９
月
21
日
㈫・28
日
㈫
、
10
月

12
日
㈫・19
日
㈫　
10
時
、
11
時
15

分
（
各
50
分
・
全
４
回
）

場場　
な
の
は
な
児
童
館

内内　
本
格
オ
イ
ル
マ
ッ
サ
ー
ジ
や

ふ
れ
あ
い
遊
び
S

対対　
１
〜
８
カ
月
の
乳
児
と
親

定定　
各
10
組
（
先
着
順
）

￥￥　
１
回
500
円

持持　
バ
ス
タ
オ
ル

申
問
申
問　
９
月
13
日
㈪
９
時
か
ら
電

話
（
24
‐
５
８
６
０
）
で
な
の
は

な
児
童
館
へ
。

な
児
童
館
へ
。

第
3
回
高
齢
期
に
備
え
る
講
座

時時

10
月
19
日
㈫　
13
時
30
分
〜

15
時
30
分

場場　
北
部
市
民
セ
ン
タ
ー

内内　
認
知
症
の
基
礎
知
識
を
学
べ

る
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

と
、
高
齢
者
の
住
ま
い
の
種
類
と

選
び
方
講
座
を
同
時
に
受
け
ら
れ

ま
す
。

対対　
市
内
在
住
の
人

定定

25
人
（
先
着
順
）

申申　
９
月
30
日
㈭
ま
で
に
、
第
３

福
祉
・
介
護

回
「
高
齢
期
に
備
え
る
講
座
」
希

望
、氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）、郵
便
番

号
、
住
所
、
電
話
番
号
を
郵
送
、

F（
24
‐
２
４
６
６
）ま
た
は
直
接
、

長
寿
課
（
〒
448
‐
８
５
０
１　
刈

谷
市
役
所
）
へ
。

※
受
講
決
定
者
に
は
締
切
後
、
郵

送
で
連
絡
を
し
ま
す
。

問問　
長
寿
課（
☎
62
‐
１
０
１
３
）

ID　
１
０
０
７
８
１
５

認
知
症
介
護
家
族
交
流
会

時時　
９
月
15
日
㈬　
13
時
30
分
〜

15
時
30
分

場場　
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

内内　
介
護
負
担
の
軽
減
、
安
定
し

た
在
宅
生
活
を
送
る
た
め
の
家
族

同
士
の
情
報
交
換
や
相
談

対対　
認
知
症
の
人
を
介
護
し
て
い

る
家
族

￥￥

100
円

問問　
長
寿
課（
☎
62
‐
１
０
６
３
）

第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画

「避難行動要支援者」をご存知ですか？
　災害時において自ら避難することが困難で、避難するために周りの支援を特に必要とする人を「避難行動要支援
者（要支援者）」と呼びます。市では、高齢者（70歳以上で一人暮らしの人、要介護認定3以上の人など）や障害
のある人（身体障害者手帳1級の人、療育手帳A判定の人など）を要支援者として地域防災計画に定めています。

□誰ひとり取り残さないために
　要支援者の中には、福祉サービスの提供などを受けて生活している人もいま
すが、普段ケアをしているヘルパーや介助者は、災害時にすぐに駆け付けられ
るとは限りません。そのため、避難の際の声掛けや移動のサポートなど、隣近
所や地域全体での助け合いが大事になります。
　普段から、近所の人を見かけたら「こんにちは」とひと声掛けたり、地域に
どのような人が住んでいるのか気にしてみたりするなど、災害時を見据えた顔
の見える関係づくりや、ちょっとした心配りを大切にしましょう。
問問　 要支援者(障害者)について 福祉総務課（☎62-1012） 

要支援者(高齢者)について 長寿課（☎62-1063） 
防災について 危機管理課（☎62-1190）

あいさつや防災訓練を通じた
顔の見える関係づくりを
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